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公布された条例のあらまし 
 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 特別職の職員のうち市長及び副市長の平成２５年８月に支給されるべき給料月額を、次のとお

り改正することとした。 

 

 現行支給額 改正後の支給額 減給内容 

市 長 ９３２，７９５円
８３９，５１６円 

（△９３，２７９円）

現行支給額から１０

分の１を乗じて得た

額を減じた額 

副市長 ７４５，２８９円
６９５，６０４円 

（△４９，６８５円）

現行支給額から１５

分の１を乗じて得た

額を減じた額 

 

２ この条例は、公布の日から施行し、平成２５年８月１日から適用することとした。 

 

	

	



 
亀 岡 市 公 報 

 4 

第８２３号平成２５年８月１５日発行 

 

条 例 
 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年７月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第２７号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条

例 

 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例（昭和３９年亀岡市条例第４８号）の一部を

次のように改正する。 

 

 附則に次の１項を加える。 

 （特例期間中の給料の特例） 

１０ 平成２５年８月に支給されるべき市長及

び副市長の給料月額については、第３条及び

前項の規定にかかわらず、前項の規定により

支給されることとなる額から、市長にあって

はその額に１０分の１、副市長にあってはそ

の額に１５分の１を乗じて得た額を減じた額

とする。ただし、手当（地域手当を除く。）

の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条

に規定する額とする。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行し、平成２５

年８月１日から適用する。 

	

「掲示済」 

 

規 則 
 

 亀岡市税条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 

   平成２５年７月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第２５号 

 

亀岡市税条例施行規則の一部を改

正する規則 

 

 亀岡市税条例施行規則（昭和６０年亀岡市規

則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 別記第３３号様式（その１）及び別記第３３

号様式（その２）中「年１４．６％（納期限の

翌日から１月を経過する日までの期間について

は年７．３％（当該期間の属する各年の前年の

１１月３０日を経過する時における日本銀行法

第１５条第１項第１号の規定により定められる

商業手形の基準割引率に年４％を加算した割合

が年７．３％に満たない場合は年４％を加

算））の割合」を「年１４．６％の割合（特例

基準割合が年７．３％未満の場合は、特例基準

割合に年７．３％の割合を加算した割合）又は

納期限の翌日から１月を経過する日までの期間

についての年７．３％の割合（特例基準割合が

年７．３％未満の場合は、特例基準割合に年

１％の割合を加算した割合（上限は年７．３％

の割合））」に改める。 

 別記第３７号様式中「年１４．６％（納期限

の翌日から１か月を経過する日までの期間につ

いては年７．３％（当該期間の属する各年の前

年の１１月３０日を経過する時における日本銀
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行法第１５条第１項第１号の規定により定めら

れる商業手形の基準割引率に年４％を加算した

割合が年７．３％に満たない場合は年４％を加

算））の割合」を「年１４．６％の割合（特例

基準割合が年７．３％未満の場合は、特例基準

割合に年７．３％の割合を加算した割合）又は

納期限の翌日から１月を経過する日までの期間

についての年７．３％の割合（特例基準割合が

年７．３％未満の場合は、特例基準割合に年

１％の割合を加算した割合（上限は年７．３％

の割合））」に改める。 

 別記第４８号様式及び別記第５９号様式中

「年１４．６％（納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間については年７．３％（当該

期間の属する各年の前年の１１月３０日を経過

する時における日本銀行法第１５条第１項第１

号の規定により定められる商業手形の基準割引

率に年４％の割合を加算した割合が年７．３％

に満たない場合は年４％の割合を加算した割

合））の割合」を「年１４．６％の割合（特例

基準割合が年７．３％未満の場合は、特例基準

割合に年７．３％の割合を加算した割合）又は

納期限の翌日から１月を経過する日までの期間

についての年７．３％の割合（特例基準割合が

年７．３％未満の場合は、特例基準割合に年

１％の割合を加算した割合（上限は年７．３％

の割合））」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年１月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の亀岡市税条例施行規則の延滞金に

係る規定は、平成２６年１月１日以後の期間

に対応するものについて適用し、同日前の期

間に対応するものについては、なお従前の例

による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市病院事業の主要職員を定める規則及び

亀岡市病院事業における地方公営企業法第３９

条第２項の規定に基づき市長が定める職に関す

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年７月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第２６号 

 

亀岡市病院事業の主要職員を定め

る規則及び亀岡市病院事業におけ

る地方公営企業法第３９条第２項

の規定に基づき市長が定める職に

関する規則の一部を改正する規則 

 

（亀岡市病院事業の主要職員を定める規則の

一部改正） 

第１条 亀岡市病院事業の主要職員を定める規

則（平成１６年亀岡市規則第３４号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１号中「病院長」を「医療管理監、

病院長」に改める。 

（亀岡市病院事業における地方公営企業法第

３９条第２項の規定に基づき市長が定める職

に関する規則の一部改正） 

第２条 亀岡市病院事業における地方公営企業

法第３９条第２項の規定に基づき市長が定め

る職に関する規則（平成１６年亀岡市規則第

３５号）の一部を次のように改正する。 

 本則第１号中「病院長」を「医療管理監、
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病院長」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市老人医療費支給条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年７月１０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第２７号 

 

亀岡市老人医療費支給条例施行規

則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市老人医療費支給条例施行規則（平成 

１４年亀岡市規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第９条及び第１５条第４項中「翌年７月３１

日までとし、毎年更新するものとする」を「翌

年３月３１日までとする」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年８月１日から施行

する。 

 （読替規定） 

２ 平成２６年１月１日から平成２６年３月 

３１日までの間は、この規則による改正後の

亀岡市老人医療費支給条例施行規則第９条及

び第１５条第４項中「翌年」とあるのは「同

年」と読み替えるものとする。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市告示第１５０号 

 

 亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

（平成１９年亀岡市告示第１５４号）の一部を

次のように改正する。 

 

   平成２５年７月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 第１条中「母子家庭の福祉」を「母子家庭及

び父子家庭の福祉」に改め、「母子家庭の母」

の次に「又は父子家庭の父」を加える。 

 第２条中「母子家庭の母」の次に「又は父子

家庭の父（母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法

律第１２９号）第１７条に定める配偶者のない

者で現に児童（２０歳に満たない者をいう。以

下同じ。）を扶養しているものをいう。）」を

加え、「すべて」を「全て」に改める。 

 第４条中「１０万円と」を「、１０万円と」

に改める。 

 第５条第２項第２号中「６月」を「７月」に、

「前々年」を「前々年。第７条第１項第１号に

おいて同じ。」に改め、「証明書」の次に

「（所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規

定する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限

る。）がある者にあっては、当該控除対象扶養

親族の数を明らかにすることができる書類及び

当該控除対象扶養親族の前年の所得の額につい

ての市町村長の証明書を含む。第７条第１項第

１号において同じ。）」を加える。 

 第７条第１項第１号中「（１月から６月まで

の間に申請をする場合には、前々年）」を削る。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に改

め、「母子家庭の母」の次に「若しくは父子家

庭の父」を加える。 

 別記第２号様式中「母子家庭の母」の次に

「若しくは父子家庭の父」を加える。 

 別記第３号様式中「あて先」を「宛先」に改

め、「（予定）」を削り、「受講終了日」を

「受講終了日の翌日」に、「６月」を「７月」

に改め、「証明書」の次に「（所得税法に規定

する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限

る。）がある者にあっては、当該控除対象扶養

親族の数を明らかにすることができる書類及び

当該控除対象扶養親族の前年の所得の額につい

ての市町村長の証明書を含む。）」を加える。 

 

   附 則 

 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

２ 改正後の亀岡市自立支援教育訓練給付金事

業実施要綱の規定は、平成２５年４月１日以

後に対象講座の受講を開始した対象者につい

て適用し、平成２５年３月３１日以前に対象

講座の受講を開始した対象者については、な

お従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１５１号 

 

 亀岡市母子家庭自立支援高等技能訓練促進費

等事業実施要綱（平成１９年亀岡市告示第  

１５５号）の一部を次のように改正する。 

 

   平成２５年７月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 題名中「母子家庭」を「母子家庭等」に改め

る。 

 第１条中「母子家庭の福祉」を「母子家庭及

び父子家庭の福祉」に改め、「母子家庭の母」

の次に「及び父子家庭の父」を加える。 

 第２条中「母子家庭の母」の次に「又は父子

家庭の父（母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法

律第１２９号）第１７条に定める配偶者のない

者で現に児童（２０歳に満たない者をいう。以

下同じ。）を扶養しているものをいう。）」を

加える。 

 第４条第１項第１号中「３年」を「２年」に

改め、同項第２号に次のただし書を加える。 

 ただし、平成２５年度における父子家庭の

父に係る訓練促進費の支給は、市長が別に定

める日又は平成２５年９月３０日のいずれか

早い日までの間において申請があった場合は、

第２条に規定する者に該当するに至った日の

属する月以降の各月において支給できるもの

とする。 

 第６条第２項中「母子家庭の母」の次に「又

は父子家庭の父」を加える。 

 第７条第１項中「母子家庭」を「母子家庭

等」に改め、同項第１号ウ中「前々年」を

「前々年。以下同じ。」に、「市長」を「市町

村長」に改め、「証明書」の次に「（所得税法

（昭和４０年法律第３３号）に規定する控除対

象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）がある

者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明

らかにすることができる書類及び当該控除対象

扶養親族の前年の所得の額についての市町村長

の証明書を含む。以下同じ。）」を加え、同号

エ中「（１月から７月までの間に申請をする場

合には、前々年）」を削り、「市長」を「市町

村長」に改め、同項第２号ウ中「（１月から７

月までの間に申請する場合には、前々年）」を

削り、「市長」を「市町村長」に改め、同号エ

中「（１月から７月までの間に申請をする場合

には、前々年）」を削り、「市長」を「市町村

長」に改める。 

 第８条第２項中「母子家庭」を「母子家庭

等」に改める。 

 第９条第１項中「定期的に、在籍証明書」を

「おおむね四半期ごとに在籍証明書」に改め、

「報告を求める」の次に「ほか、定期的に修得

単位証明書の提出を求める」を加える。 

 第１０条第１項中「母子家庭の母」の次に

「若しくは父子家庭の父」を加え、「母子家

庭」を「母子家庭等」に改め、同条第２項中

「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。 

 別記第１号様式から別記第４号様式までの規

定中「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。 

 

   附 則 

 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

２ 改正後の亀岡市母子家庭等自立支援高等技

能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成

２５年４月１日以後に養成機関において修業

を開始した対象者について適用し、平成２５

年３月３１日以前に養成機関において修業を

開始した対象者については、なお従前の例に

よる。 

 

「掲示済」 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 9

第８２３号平成２５年８月１５日発行 

 亀岡市告示第１５２号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年７月５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１２４－５１０６６ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年７月５日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１５３号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年７月９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１２５２－６２０１９ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年１０月１１日 

３ 無効になる日 

平成２５年７月９日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１５４号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年７月１１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１２５２－５１０１８ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年７月１１日 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１５５号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年７月１２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１９０２－４１１５６ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年７月１２日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１５６号 

 

 亀岡市住民票の写し等の第三者交付に係る本

人通知制度実施要綱を次のように定める。 

 

   平成２５年７月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市住民票の写し等の第三者交

付に係る本人通知制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、住民基本台帳法（昭和 

４２年法律第８１号。以下「住基法」とい

う。）及び戸籍法（昭和２２年法律第２２４

号）の規定により、住民票の写し等を第三者

に交付した場合において、事前に登録をした

者に対し、その交付の事実を通知する制度

（以下「本人通知制度」という。）を実施す

ることにより、住民票の写し等の不正請求及

び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及

び防止を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「住民票の写し等」

とは、次に掲げるものをいう。 

⑴ 住基法の規定による住民票の写し、住民

票に記載をした事項に関する証明書、消除

された住民票の写し、消除された住民票に

記載をした事項に関する証明書、戸籍の附

票の写し及び消除された戸籍の附票の写し 

⑵ 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、

戸籍に記載した事項に関する証明書、除か

れた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に

記載した事項に関する証明書並びに磁気 

ディスクをもって調製された戸籍又は除か

れた戸籍に記録されている事項の全部又は

一部を証明した書面 

２ この要綱において「第三者」とは、次に掲

げる者をいう。 

⑴ 住基法第１２条第１項又は第２０条第１

項の規定により住民票の写し等の交付を請

求する者の代理人 

⑵ 住基法第１２条の３第１項若しくは第２

項又は第２０条第３項若しくは第４項の規

定により住民票の写し等が必要である旨の

申出をする者 

⑶ 戸籍法第１０条第１項（同法第１２条の

２において準用する場合を含む。）の規定

により住民票の写し等の交付を請求する者
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の代理人 

⑷ 戸籍法第１０条の２第１項又は第３項か

ら第５項まで（同法第１２条の２において

準用する場合を含む。）の規定により住民

票の写し等の交付を請求する者 

（対象者） 

第３条 本人通知制度の対象となる者は、次の

各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 住基法の規定により本市の住民基本台帳

に記録されている者（消除された住民票に

記録されている者を含む。） 

⑵ 住基法の規定により本市の戸籍の附票に

記録され、又は記載されている者（消除さ

れた戸籍の附票に記録され、又は記載され

ている者を含む。） 

⑶ 戸籍法の規定により本市の戸籍に記録さ

れ、又は記載されている者（除かれた戸籍

に記録され、又は記載されている者を含

む。） 

２ 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は

失踪の宣告（民法（明治２９年法律第８９

号）第３０条に規定する失踪の宣告をいう。

以下同じ。）を受けた者は、本人通知制度の

対象としない。 

（登録の申請等） 

第４条 本人通知制度の利用を希望する者（以

下「申請者」という。）は、あらかじめ亀岡

市本人通知制度登録申請書（別記第１号様

式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、本人による申請であ

ることを証するため、次の各号のいずれかの

書類を提示し、又は提出しなければならない。 

⑴ 住民基本台帳カード（本人の顔写真が貼

付されたものに限る。） 

⑵ 旅券 

⑶ 運転免許証 

⑷ 官公署が発行した免許証、許可証等（本

人の顔写真が貼付されたものに限る。） 

⑸ その他本人であることを証するため市長

が適当と認めるもの 

３ 第１項の規定による申請を代理人がしよう

とするときは、当該代理人は、前項に定める

もののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる書類を提示し、又は提出し

なければならない。 

⑴ 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人

の資格を証明する書類。ただし、本市に備

付けの公簿等の記録又は記載により当該事

実が判明する場合は、これを省略すること

ができる。 

⑵ 法定代理人以外の者 委任状 

４ 申請者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、郵便又は民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成１４年法律第９９号）第

２条第６項に規定する一般信書便事業者若し

くは同条第９項に規定する特定信書便事業者

による同条第２項に規定する信書便により、

第１項の申請をすることができる。 

⑴ 疾病その他やむを得ない理由により次項

に規定する受付窓口において申請すること

が困難なとき。 

⑵ 他の市区町村に居住しているとき。 

５ 登録の申請の受付窓口は、環境市民部市民

課で行うものとする。 

（登録等） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請

があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、亀岡市本人通知制度登録者名

簿（別記第２号様式。以下「登録者名簿」と

いう。）に登録するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により登録者名簿に登

録したときは、登録をした者（以下「登録

者」という。）であることを確認できるよう

必要な措置を講じなければならない。 

３ 登録期間は、登録者名簿に登録した日の翌

日から起算して３年とする。 
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４ 登録者は、前項の登録期間の満了後も引き

続き登録を希望するときは、当該登録期間の

満了日の１月前から満了日の前日までに再度

前条の規定による申請をしなければならない。 

（登録の変更等） 

第６条 登録者は、登録期間中に氏名、住所そ

の他登録をした内容に変更が生じたとき又は

登録の廃止をしようとするときは、亀岡市本

人通知制度登録（変更・廃止）届出書（別記

第３号様式）により市長に届け出なければな

らない。 

２ 第４条第２項から第５項までの規定は、前

項の規定による届出について準用する。 

（登録の抹消） 

第７条 市長は、登録者が次の各号のいずれか

に該当するときは、当該登録を抹消するもの

とする。 

⑴ 第５条第３項の登録期間が満了したとき。 

⑵ 前条第１項の規定による廃止の届出が 

あったとき。 

⑶ 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受け

たとき。 

⑷ 登録者の居住地が判明せず、住民基本台

帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）

第１２条第１項の規定により住民票が職権

消除されたとき。 

⑸ その他市長が登録を抹消する理由がある

と認めたとき。 

（登録者への通知） 

第８条 市長は、登録者に係る住民票の写し等

を第三者に交付したときは、当該登録者又は

その法定代理人に対し、亀岡市住民票の写し

等第三者交付に係る交付通知書（別記第４号

様式。以下「通知書」という。）により通知

するものとする。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するときは、この限りでない。 

⑴ 住基法第１２条の３第２項（同法第２０

条第５項の規定により準用する場合を含

む。）の申出（住民基本台帳法施行令第 

１５条の２に規定する業務に係るものに限

る。）に対し交付したとき。 

⑵ 戸籍法第１０条の２第４項又は第５項

（同法第１２条の２の規定により準用する

場合を含む。）の規定による請求に対し交

付したとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が認め

る特別な理由に基づく申出又は請求により

交付したとき。 

２ 前項本文の規定は、登録者が国外へ転出し

た場合は、適用しない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２５年９月１日から実施す

る。 
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別記第１号様式（第４条関係） 

亀岡市本人通知制度登録申請書 

年  月  日

（宛先）亀岡市長 

申 請 者 

住  所 
〒   － 

氏  名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

                       ㊞ 

連 絡 先 電話     －   － 

申請者の区分 １ 本人  ２ 法定代理人  ３ 代理人 

 

 亀岡市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第４条第１項の規定に基づき、

次のとおり申請します。 

登録をしようと

する者の氏名 

□申請者と同じ  

ﾌﾘｶﾞﾅ 

生年月日       年  月  日

性 別 男 ・ 女 

住 所 
□申請者と同じ 

本 籍  筆頭者  

連 絡 先 
□申請者と同じ 

電話      －   － 

法定代理人が申請する場合は、次の欄も記入してください。 

法定代理人の区分 １ 未成年者の法定代理人  ２ 成年被後見人の法定代理人 

氏 名 
□申請者と同じ 

ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日       年  月  日

住 所 
□申請者と同じ 

〒   － 

連 絡 先 
□申請者と同じ 

電話      －   －     

備考 

１ 各欄に必要事項を記入し、該当するものに〇印をつけてください。 

２ 次の書類を提示し、又は提出してください。 

⑴ あなたが本人であることを証明する書類（住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等）

⑵ あなたが法定代理人であるときは、併せてその資格を証明する書類（戸籍謄本等） 

⑶ あなたがこの申請に係る代理人であるときは、併せてその旨を証明する書類（委任状等）

※以下の欄には、記入をしないでください。 

受付 処理 本人等の確認書類及び提出書類 名簿入力 未 ・ 済 

  □住民基本台帳カード □旅券  

□運転免許証 □その他（     ） 

□戸籍謄本等 □登記事項証明書 □委任状 

名簿番号

付箋処理 未 ・ 済 

付箋確認 未 ・ 済 

第２号様式（第５条関係） 

亀岡市本人通知制度登録者名簿 

番号 登 録 日 登録期限 登録申請者 生年月日 性別 
対象となる証明書の住所・世帯主

連 絡 先 
備    考 

（法定代理人又は代理人等）対象となる証明書の本籍・筆頭者

     

  年  月  日
男・女

   

 

     

  年  月  日
男・女

   

 

     

  年  月  日
男・女

   

 

     

  年  月  日
男・女

   

 

     

  年  月  日
男・女

   

 

     

  年  月  日
男・女

   

 

     

  年  月  日
男・女

   

 

     

  年  月  日
男・女

   

 

     

  年  月  日
男・女

   

 

     

  年  月  日
男・女

   

 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 14 

第８２３号平成２５年８月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
３
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）
 

亀
岡
市
本
人
通
知
制
度
登
録
（
変
更
・
廃
止
）
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日

（
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

届
出

者
 

住
 
 
所
 
〒
 
 
 
－
 

氏
 
 
名
 

ﾌ
ﾘ
ｶﾞ

ﾅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

連
 
絡
 
先
 
電
話
 
 
 
 
 
－
 
 
 
－
 

届
出

者
の

区
分
 

１
 
本
人
 
 
２
 
法
定
代
理
人
 
 
３
 
代
理
人
 

  
亀
岡
市
住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に
係
る
本
人
通
知
制
度
実
施
要
綱
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

登
録
の
（
変
更
・
廃
止
）
を
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

登
録

者
の

氏
名
 

□
届
出
者
と
同
じ
 

ﾌ
ﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

性
別
 

男
 
・
 
女
 

登
録
の
内
容
を
変
更
す
る
項
目
 
 
□
氏
名
 
 
□
住
所
 
 
□
戸
籍
の
表
示
 
 
□
連
絡
先
 

変
更

前
 
 

変
更

後
 
 

法
定
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
次
の
欄
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

法
定
代
理
人
の
区
分
 

１
 
未
成
年
者
の
法
定
代
理
人
 
 
２
 
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
 

氏
名
 
□
届
出
者
と
同
じ
 

ﾌ
ﾘ
ｶﾞ
ﾅ
 

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

住
所
 

□
届
出
者
と
同
じ
 

〒
 
 
 
－
 

連
絡

先
 
□
届
出
者
と
同
じ
 

電
話
 
 
 
 
 
 
－
 
 
 
－
 
 
 
 
 

備
考
 
 

１
 
各
欄
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
該
当
す
る
も
の
に
〇
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
次
の
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

⑴
 
あ
な
た
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
旅
券
、
運
転
免
許
証
等
）

⑵
 
あ
な
た
が
法
定
代
理
人
で
あ
る
と
き
は
、
併
せ
て
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
（
戸
籍
謄
本
等
）
 

⑶
 
あ
な
た
が
こ
の
申
請
に
係
る
代
理
人
で
あ
る
と
き
は
、
併
せ
て
そ
の
旨
を
証
明
す
る
書
類
（
委
任
状
等
）

※
以
下
の
欄
に
は
記
入
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
  

受
付
 

処
理
 

本
人
等
の
確
認
書
類
及
び
提
出
書
類
 

名
簿
入
力
 

未
 
・
 
済
 

 
 

□
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
 
□
旅
券
 
 

□
運
転
免
許
証
 
□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
）
 

□
戸
籍
謄
本
等
 
□
登
記
事
項
証
明
書
 
□
委
任
状
 

名
簿
番
号
 

付
箋
処
理
 

未
・
済
・
不
要
 

付
箋
確
認
 

未
 
・
 
済
 

登
録

日
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
期

間
満

了
日
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

第
４

号
様
式

（
第
８

条
関
係
）

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
亀

岡
市

長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

  

亀
岡
市
住
民
票
の
写
し
等
第
三
者
交
付
に
係
る
交
付
通
知
書
 

  
あ
な
た
の
住
民
票
の
写
し
等
を
第
三
者
に
交
付
し
ま
し
た
の
で
、
亀
岡
市
住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に

係
る
本
人
通
知
制
度
実
施
要
綱
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。
 

  

記
 

 

交
付

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月

 
 
 
日

 

交
付

証
明

書
の

種
別
 
 

交
付

枚
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
枚

 

交
付

請
求

者
の

種
別
 
 

備
考

 
 

  

「
掲
示
済
」
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 亀岡市告示第１５７号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年７月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

１ 亀０１０１－１２０６９ 

（１）保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

（２）交付した日 

平成２５年４月１日 

（３）無効になる日 

平成２５年７月１６日 

 

２ 亀１９０８－７２０１５ 

（１）保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

（２）交付した日 

平成２４年４月１日 

（３）無効になる日 

平成２５年７月１６日 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１５８号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２５年７月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域内に放置

されていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ千代川駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２５年７月２６日（金） 

午後１時～午後３時 

４ 撤去し、保管した台数  １２台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができる。 

② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要であ

る。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担する。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引き取りのない自転

車は、関係法令の規定により処分する。 
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※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 

      電話0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１５９号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市健康福祉部高齢福祉課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条の規定により告示する。 

 

   平成２５年７月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 送達する書類 

平成２５年度介護保険料納入通知書 

 

２ 送達を受けるべき者の住所氏名 

 

 

 

 

 

省略 

 

 

 

 

 

 

省略 

 

 

 

 

 

 

 

３ この書類が受領されないときは、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

第３項の規定を準用し、告示日から起算して

７日を経過した時点で書類の送達があったも

のとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６０号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年７月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 
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記 

 

亀１１１１－１４００３ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年７月２９日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６１号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年７月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０７０６－２２００２ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年７月３１日 

 

「掲示済」 
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公 告 
 

 亀岡市公告第３４号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

   平成２５年７月１日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 試験区分及び採用予定人数 

試験区分 
行 政 土 木 

保育士 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 

採用予定人数 １５名程度 若干名 若干名 

 

２ 受験資格 

 (1) 次に該当する人が受験できる。 

  ア 行政Ⅰ（上級） 

昭和６２年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学卒業程度の学力を必要とする。） 

  イ 行政Ⅱ（民間経験） 

昭和５３年４月２日以降に生まれた人で民間企業での職務経験が５年以上の人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学卒業程度の学力を必要とする。） 

※ 民間企業での職務経験が５年以上とは、会社員、団体職員等として６箇月以上継続

して常勤で職務に従事（非常勤のアルバイト、パートタイムは含まない。）した期間

が該当し、複数の場合は、通算することができる。ただし、国家公務員又は地方公務

員としての職務期間は含まない。（平成２６年３月３１日現在で５年見込みの場合を

含む。） 

  ウ 行政Ⅲ（初級） 

平成４年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人 

（学歴は問わないが、学校教育法による高等学校卒業程度の学力を必要とする。） 

  エ 土木Ⅰ（上級） 

昭和６２年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学（土木専門課程）卒業程度の学力を必要とす
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る。） 

  オ 土木Ⅱ（民間経験） 

昭和５３年４月２日以降に生まれた人で民間企業での土木に関連する職務経験（設計、施

工管理等）が３年以上の人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学（土木専門課程）卒業程度の学力を必要とす

る。） 

※ 民間企業での職務経験が３年以上とは、会社員、団体職員等として６箇月以上継続

して常勤で職務に従事（非常勤のアルバイト、パートタイムは含まない。）した期間

が該当し、複数の場合は、通算することができる。ただし、国家公務員又は地方公務

員としての職務期間は含まない。（平成２６年３月３１日現在で３年見込みの場合を

含む。） 

  カ 保育士 

平成元年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人で保育士資格（資格取得見込者

を含む。）を有する人、または昭和５３年４月２日以降に生まれた人で保育士の職務経験が

３年以上の人 

（学歴は問わないが、学校教育法による短期大学卒業程度の学力を必要とする。） 

※ 保育士の職務経験が３年以上とは、公立、私立の保育所、託児所等で６箇月以上継

続して常勤で職務に従事（非常勤のアルバイト、パートタイムは含まない。）した期

間が該当し、複数の場合は、通算することができる。（平成２６年３月３１日現在で

３年見込みの場合を含む。） 

 (2) 次に掲げる条件のいずれかに該当する人は受験することができない。 

  ア 成年被後見人又は被保佐人 

  イ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

  ウ 公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ １次試験 

 (1) 方 法 

筆記試験（多肢択一式） 

試験区分 試験科目 出 題 分 野（予定） 

行 政 教養試験 
社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断
推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能 

土 木 専門試験 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画
（都市計画を含む。）及び土木施工 
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保育士 専門試験 
社会福祉、児童家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心
理学、保育原理、保育内容及び子どもの保健（精神保健を含
む。） 

 (2) 日時・場所 

平成２５年９月２２日（日）午前１０時から『ガレリアかめおか』において行う。 

 (3) １次試験合格発表 

平成２５年１０月上旬に通知する。 

 

４ ２次試験 

 (1) 方 法（予定） 

  ア 集団面接試験 

  イ 論文試験（行政Ⅰ・行政Ⅲ・土木Ⅰ・保育士） 

  ウ グループ討議（行政Ⅱ・土木Ⅱ） 

  エ 実技試験（保育士） 

 (2) 日時・場所 

 平成２５年１０月下旬、亀岡市内において行う。 

 詳しい日時、場所及び提出書類等については１次試験合格者に通知する。 

 

５ ３次試験 

 (1) 方 法（予定） 

  ア 個別面接試験（行政・土木） 

 (2) 日時・場所 

 平成２５年１１月中旬、亀岡市内において行う。 

 詳しい日時、場所及び提出書類等については２次試験合格者に通知する。 

 

６ 最終合格発表 

 平成２５年１２月上旬（予定）に通知する。 

 

７ 採 用 

 最終合格者は、試験区分ごとに作成する職員採用候補者名簿に登載し、平成２６年４月１日以

降必要に応じ採用される。 

 なお、この名簿の有効期間は、平成２７年４月１日までとする。 
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８ 初任給（標準例） 

（参考：平成２５年４月 1日現在。ただし、地域手当を含む。） 

行政Ⅰ      （大学卒） １８２，５３２円 

行政Ⅱ      （大学卒・民間経験５年） ２０８，７１４円 

行政Ⅲ      （高校卒） １４８，５０６円 

土木Ⅰ      （大学卒） １８２，５３２円 

土木Ⅱ      （大学卒・民間経験３年） １９６，９４８円 

保育士      （短大卒） １６１，９６８円 

保育士      （短大卒・職務経験３年） １７６，９１４円 

 上記のほか、市職員の給与に関する条例等の規定に従い、通勤手当、期末・勤勉手当（いわゆ

るボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給される。 

 

９ 受験手続及び受付期間 

 (1) 申 込 

ア ７月１日（月）から配付する申込書及び自己紹介書に必要事項を記入し、最近６箇月以内

に撮影した本人の写真（上半身脱帽、正面向タテ４㎝、ヨコ３㎝）を貼り、亀岡市企画管理

部人事課に提出することとする。（郵送可） 

イ 申込書等（申込書、自己紹介書）を郵送する場合は、必ず簡易書留で封筒の表に『採用試

験受験』と朱書し、返信用封筒（８０円切手を貼って、宛先を明記したもの）を同封のうえ

送付すること。 

ウ 申込書受理後は、申込みをした区分の変更はできない。 

エ 身体に障害があり、受験に際して配慮が必要な場合は、あらかじめ連絡すること。 

 (2) 受付期間 

 申込みは、持参の場合は平成２５年７月１日（月）から平成２５年８月２日（金）まで受付

ける。（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除き、午前９時から午後５時まで） 

 郵送の場合は締切日を７月３１日（水）とし、締切日の消印のあるものは有効とする。 

 

10 採用試験についての問い合わせ 

 受験手続、その他の不明な点は亀岡市企画管理部人事課に問い合わせることとする。 

 〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

 電話（０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２１５４） 

 電話（０７７１）２５－５０１６（人事課直通） 

ＵＲＬ：http://www.city.kameoka.kyoto.jp 

 

「掲示済」 
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第８２３号平成２５年８月１５日発行 

 亀岡市公告第３５号 

 

 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）

第６条第７項の規定により、捕獲犬の抑留につ

いて通知を受けたので、同条第８項の規定によ

り公告する。 

 

   平成２５年７月１２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

１ 捕獲日時  平成２５年７月９日 

        午後６時２０分頃 

２ 捕獲場所  亀岡市畑野町千ケ畑クルビ谷

１ 

３ 種  類  雑種 

４ 毛  色  白茶 

５ 性  別  雌 

６ 体  格  中型 

７ 犬の鑑札  なし 

８ 注射済票  なし 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（平成２５年

７月１５日）までに引取りのないときは

処分されます。 

 

（連絡先）京都府南丹保健所環境衛生室 

電話番号０７７１－６２－４７５４ 

 

「掲示済」 

 

任免及び辞令 
 

             吉 田   誠 

亀岡市防災会議委員に委嘱します 

             吉 田   誠 

亀岡市国民保護協議会委員に委嘱します 

任期は平成２６年９月３０日までとします 

             甲 斐 敏 文 

亀岡市国民保護協議会幹事に委嘱します 

任期は平成２７年６月３０日までとします 

             藤 田 克 寿 

亀岡市予防接種健康被害調査委員会委員に委嘱

します 

任期は平成２７年８月３１日までとします 

             野 口 和 也 

亀岡市防災会議委員に委嘱します 

任期は平成２６年５月２７日までとします 

             工 藤 路 子 

亀岡市介護認定審査会委員に委嘱します 

任期は平成２７年３月３１日までとします 

   平成２５年７月１日 

 

             三 浦 正 昭 

             美 馬 義 晴 

（各 通）        坂 本 雅 子 

             高 木 玲 子 

             武 田 廣 子 

亀岡市営住宅入居者選考審議会委員に委嘱しま

す 

任期は平成２７年７月１日までとします 

   平成２５年７月２日 
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第８２３号平成２５年８月１５日発行 

教育委員会欄 
 

教育長訓令 
 

 亀岡市教育委員会教育長訓令第３号 

 

               庁中一般 

 

 へき地学校等スクールバス運行規程の一部を

改正する訓令を次のように定める。 

 

   平成２５年７月１日 

 

         亀岡市教育委員会 

           教育長 竹岡 敏 

 

へき地学校等スクールバス運行規

程の一部を改正する訓令 

 

 へき地学校等スクールバス運行規程（平成 

２３年亀岡市教育委員会教育長訓令第３号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中「畑野小学校」の次に「、別

院中学校」を加える。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２５年８月２９日から施行

する。 

 

任免及び辞令 
 

             田 中 太 郎 

（各 通）        八 木 浩 二 

             藤 井   伊 

亀岡市社会教育委員に委嘱します 

任期は平成２６年６月３０日までとします 

   平成２５年７月１１日 
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第８２３号平成２５年８月１５日発行 

選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２３号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常

選挙に係る選挙時登録において選挙人名簿に登

録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した

書面を縦覧に供する場所を次のように定める。 

 

   平成２５年７月１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 縦覧の場所  亀岡市安町野々神８番地 

         亀岡市役所 

 

２ 縦覧の期間  平成２５年７月４日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２４号 

 

 在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領

事官の名称、最終住所及び生年月日を記載した

書面を縦覧に供する場所を次のように定める。 

 

   平成２５年７月１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 縦覧の場所  亀岡市安町野々神８番地 

         亀岡市役所 

 

２ 縦覧の期間  平成２５年７月４日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２５号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   平成２５年７月３日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１，４９４人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２６号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員及び

亀岡市議会議員の解職請求に要する有権者総数

の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   平成２５年７月３日 
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第８２３号平成２５年８月１５日発行 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

２４，８９０人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２７号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   平成２５年７月３日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１２，４４５人 

 

「掲示済」 
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第８２３号平成２５年８月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２８号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常選挙における投票管理者及び同職務代理者を次のと

おり選任した。 

 

   平成２５年７月４日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 野﨑千惠子 

 

平成２５年７月２１日執行 参議院議員通常選挙 投票管理者・同職務代理者一覧表 

地区名 
投票区 

番 号 

投 票 管 理 者 同 職 務 代 理 者 

氏  名 住    所 氏  名 住    所 

亀 岡 
1 齋 藤 亀 雄 省略 谷   仁 志 省略 

2 武 内 政 一 省略 數 井 克 俊 省略 

東別院 
3 今 井 淳 喜 省略 森 川 寿 文 省略 

4 間 野 憲 三 省略 福 田 正 弘 省略 

西別院 
5 長 野 道 夫 省略 齋 田 善 弘 省略 

6 中 澤   勇 省略 川 田 昌 亮 省略 

曽我部 
7 小 原 庄 二 省略 増 田   浩 省略 

8 和 田 茂 明 省略 谷 口   裕 省略 

吉 川 9 上 島 滋 之 省略 大 西 光 治 省略 

稗田野 
10 大 石 慶 明 省略 山 﨑 浩 久 省略 

11 森   十紀人 省略 坂 田 泰 孝 省略 

本 梅 
12 川 勝   貢 省略 数 井 智 之 省略 

13 竹 岡 秀 雄 省略 森   敏 郎 省略 

畑 野 
14 山 内   安 省略 福 井 栄 子 省略 

15 谷 口 文 雄 省略 野々口 岳 人 省略 

宮 前 

16 八 木 利 隆 省略 眞里谷   努 省略 

17 森   定 雄 省略 三 宅 晃 圓 省略 

18 西 山 行 雄 省略 西 田 貴 弘 省略 

大 井 
19 樫 野 寿 子 省略 垣 見 昌 克 省略 

20 小 仲 福 男 省略 中 川 秀 和 省略 

千代川 
21 吉 田 克 成 省略 内 藤 誠 司 省略 

22 俣 野 良 孝 省略 俣 野 孝 明 省略 

馬 路 

23 畑   憲 雄 省略 橋 本 泰 典 省略 

24 中 川 清 二 省略 的 場 義 則 省略 

25 堤     優 省略 林   佐百合 省略 

旭 
26 平 井 厚 生 省略 松 本 英 樹 省略 

27 人 見 洋 一 省略 内 藤 一 彦 省略 

千 歳 

28 河 島 一 行 省略 小 川 さく子 省略 

29 廣 瀨 辰 男 省略 三 宅 泰 宏 省略 

30 杉 﨑 六 男 省略 木 村 邦 彦 省略 

河原林 
31 中 川 利 治 省略 岸   裕一郎 省略 

32 桂   隆 則 省略 八 木 吉 之 省略 

保 津 33 溝 行 一 夫 省略 桂   和 裕 省略 

東本梅 
35 法 貴 大 輔 省略 中 川 満 智 省略 

36 中 西   顯 省略 井 上 敏 男 省略 

篠 37 上 垣 伊三男 省略 篠 部 昌 和 省略 

篠・東つつじ 38 中   龍 雄 省略 山 内   剛 省略 

西つつじ 39 吉 開 守 和 省略 伊豆田 晃 正 省略 

亀 岡 40 芳 野 重 徳 省略 人 見 真 司 省略 

篠 41 髙 木 平 夫 省略 高 木   学 省略 

南つつじ 42 西 野 秀 一 省略 河 田   健 省略 

東別院 43 濱 井 一 夫 省略 大 石 利 之 省略 

篠 44 北 山 高 行 省略 木 村 公 一 省略 

「掲示済」 
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第８２３号平成２５年８月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２９号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票所を次のように定める。 

 

   平成２５年７月４日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 野﨑千惠子 

 

投票区名 投票所の施設 所在地 

第 １ 投票区 亀岡小学校 亀岡市内丸町１５番地 

第 ２ 投票区 亀岡市役所市民ホール 亀岡市安町野々神８番地 

第 ３ 投票区 東別院町ふれあいセンター 亀岡市東別院町東掛一アン１５番地の８ 

第 ４ 投票区 徳円寺 亀岡市東別院町栢原九折３４番地の１ 

第 ５ 投票区 亀岡市西別院生涯学習センター 亀岡市西別院町柚原佃１７番地 

第 ６ 投票区 犬甘野児童館 亀岡市西別院町犬甘野霜ノ下２、３、４番地 

第 ７ 投票区 曽我部公民館 亀岡市曽我部町南条北荒水代４－１ 

第 ８ 投票区 寺区公民館 亀岡市曽我部町寺広畑１２番地 

第 ９ 投票区 吉川公民館 亀岡市吉川町吉田沢６３番地 

第１０投票区 亀岡市稗田野生涯学習センター 亀岡市稗田野町佐伯西ノ辻９番地の１ 

第１１投票区 奥条公民館 亀岡市稗田野町奥条大仲１７番地 

第１２投票区 ほんめ町ふれあいセンター 亀岡市本梅町井手梅原３番地 

第１３投票区 西加舎公民館 亀岡市本梅町西加舎塩賀１４番地の１ 

第１４投票区 畑野町公民館 亀岡市畑野町千ケ畑西山５番地の１ 

第１５投票区 土ケ畑公民館 亀岡市畑野町土ケ畑堂ノ下１９番地 

第１６投票区 宮川公民館 亀岡市宮前町宮川谷ノ下１０３番地 

第１７投票区 神前ふれあいサロン 亀岡市宮前町神前平見１番地の１ 

第１８投票区 猪倉公民館 亀岡市宮前町猪倉森ノ下１０番地 

第１９投票区 大井小学校 亀岡市大井町並河１丁目３番１号 

第２０投票区 小金岐区会議所 亀岡市大井町小金岐馬場崎２１番地 

第２１投票区 千代川町自治会館 亀岡市千代川町北ノ庄国主ケ森１９番地 

第２２投票区 北ノ庄会議所 亀岡市千代川町北ノ庄市場２番地 

第２３投票区 馬路生涯学習センター 亀岡市馬路町流川２番地の１ 

第２４投票区 池尻区公民館 亀岡市馬路町池尻６０番地の１ 

第２５投票区 馬路老人センター 亀岡市馬路町小米田４５番地の４ 

第２６投票区 旭コミュニティセンター 亀岡市旭町年角２５番地 

第２７投票区 山階公民館 亀岡市旭町岩ケ谷８２番地 

第２８投票区 国分公民館 亀岡市千歳町国分西垣内１５番地の１ 

第２９投票区 千歳町自治会事務所 亀岡市千歳町千歳垣根２番地の３ 

第３０投票区 出雲公民館 亀岡市千歳町千歳南所２６番地 

第３１投票区 亀岡市河原林生涯学習センター 亀岡市河原林町河原尻上六反田９番地の１ 

第３２投票区 勝林島会議所 亀岡市河原林町勝林島稲荷５３番地 

第３３投票区 保津小学校 亀岡市保津町構ノ内２０番地 

第３５投票区 赤熊公民館 亀岡市東本梅町赤熊南垣内２２ 

第３６投票区 大内営農センター 亀岡市東本梅町大内上条３０番地 

第３７投票区 安詳小学校 亀岡市篠町篠中北裏６８番地 

第３８投票区 東つつじケ丘ふれあいセンター 亀岡市東つつじケ丘都台３丁目６番７号 

第３９投票区 西つつじケ丘ふれあいセンター 亀岡市西つつじケ丘大山台１丁目１２番１３号 
第４０投票区 亀岡市文化資料館 亀岡市古世町中内坪１番地 
第４１投票区 詳徳小学校 亀岡市篠町柏原田中３番地の１ 

第４２投票区 南つつじケ丘小学校 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目２８番１号 

第４３投票区 見立自治会館 亀岡市東別院町鎌倉見立１９番地１７１号 

第４４投票区 西山区集会所 亀岡市篠町王子唐櫃越 1番地５１ 

「掲示済」 
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第８２３号平成２５年８月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３０号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常

選挙における投票記載所の氏名掲示の掲載順序

を定めるくじを行う場所及び日時を次のように

定める。 

 

   平成２５年７月４日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

       亀岡市役所 

 

２ 日 時  平成２５年７月４日 

       午後５時１０分 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３１号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常

選挙における期日前投票所を次のように定める。 

 

   平成２５年７月４日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市役所 市民ホール 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第３２号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所に係る投票管理者及び同

職務代理者を次のとおり選任した。 

 

   平成２５年７月４日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 野﨑千惠子 

 

平成２５年７月２１日執行 参議院議員通常選挙 

期日前投票所における投票管理者・同職務代理者 一覧表 

職務を行うべき日 
投 票 管 理 者  同職務代理者  

氏  名 住    所 氏  名 住    所 

平成25年7月5日 岩 﨑 多 良 省略 野 﨑 千惠子 省略 

平成25年7月6日 野 﨑 千惠子 省略 岡 野 宗 忠 省略 

平成25年7月7日 岡 野 宗 忠 省略 八 田 成 雄 省略 

平成25年7月8日 八 田 成 雄 省略 岩 﨑 多 良 省略 

平成25年7月9日 岩 﨑 多 良 省略 野 﨑 千惠子 省略 

平成25年7月10日 八 田 成 雄 省略 岩 﨑 多 良 省略 

平成25年7月11日 岡 野 宗 忠 省略 八 田 成 雄 省略 

平成25年7月12日 八 田 成 雄 省略 岩 﨑 多 良 省略 

平成25年7月13日 岩 﨑 多 良 省略 野 﨑 千惠子 省略 

平成25年7月14日 野 﨑 千惠子 省略 岡 野 宗 忠 省略 

平成25年7月15日 岡 野 宗 忠 省略 八 田 成 雄 省略 

平成25年7月16日 野 﨑 千惠子 省略 岡 野 宗 忠 省略 

平成25年7月17日 岩 﨑 多 良 省略 野 﨑 千惠子 省略 

平成25年7月18日 野 﨑 千惠子 省略 岡 野 宗 忠 省略 

平成25年7月19日 岡 野 宗 忠 省略 八 田 成 雄 省略 

平成25年7月20日 八 田 成 雄 省略 岩 﨑 多 良 省略 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第３３号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常

選挙において、在外選挙人名簿に登録されてい

る選挙人の国内における投票に係る期日前投票

所を次のとおり指定した。 

 

   平成２５年７月４日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市役所 市民ホール 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３４号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常

選挙における開票管理者及び同職務代理者を次

のとおり選任した。 

 

   平成２５年７月４日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

開 票 管 理 者 省略 野﨑 千惠子

同職務代理者 省略 岡 野 宗 忠

 

「掲示済」 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３５号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常

選挙の開票の場所及び日時を次のように定める。 

 

   平成２５年７月４日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 開票場所 

ガレリアかめおか 

亀岡市余部町宝久保１番地の１ 

２ 開票日時 

平成２５年７月２１日 

午後９時１０分 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３６号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常

選挙における亀岡市開票区の開票立会人を定め

るくじを行う場所及び日時を次のように定める。 

 

   平成２５年７月４日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市役所 

 

２ 日 時  平成２５年７月１８日 

午後５時００分 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第３７号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常

選挙の亀岡市開票区においては、公職選挙法第

６２条第２項、第４項又は第５項の規定による

開票立会人を定めるくじは、行わない。 

 

   平成２５年７月１８日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３８号 

 

 平成２５年７月２１日執行の参議院議員通常

選挙の開票の日時を次のように変更する。 

 

   平成２５年７月２１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

 開票日時  平成２５年７月２１日 

午後９時００分 

 

「掲示済」 

 

公平委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市公平委員会告示第６号 

 

 下記の団体は、地方公務員法第５３条の規定

に適合することを認め、これを登録したので、

職員団体の登録に関する規則第１０条の規定に

より次のとおり告示する。 

 

   平成２５年７月１８日 

 

         亀岡市公平委員会 

           委員長 松本貞男 

 

１ 登 録 団 体 

  亀岡市職員連絡会 

   代表者役職氏名 会長 松本英樹 

  （主たる事務所所在地） 

   亀岡市安町野々神８番地 亀岡市役所内 

 

２ 登録年月日  平成２５年７月１８日 

 

３ 登 録 番 号  平成２５年公平第８号 

 

「掲示済」 
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上下水道部欄 
 

告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第１４号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事業

者指定の取消しの告示 

 

   平成２５年７月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 下記の業者から亀岡市下水道排水設備指定工

事業者規程第９条第１項の規定により亀岡市下

水道排水設備指定工事業者指定辞退届が提出さ

れた。 

 よって、同規程第１０条第１項の規定により

指定を取り消し、同規程第１５条第１項第２号

の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 辞退した日 

   平成２５年７月５日 

２ 辞退した業者 

指定 
番号 

業者名 代表者名 住   所 

83 田中設備工業 田中 生幸 
京都市西京区桂池
尻町５０－２６ 

 

「掲示済」 

 

市立病院欄 
 

規 程 
 

 亀岡市立病院処務規程等の一部を改正する規

程を次のように定める。 

 

   平成２５年７月１日 

 

    亀岡市病院事業管理者 坂井茂子 

 

 亀岡市病院事業管理規程第４号 

 

亀岡市立病院処務規程等の一部を

改正する規程 

 

（亀岡市立病院処務規程の一部改正） 

第１条 亀岡市立病院処務規程（平成１６年亀

岡市病院事業管理規程第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第４条第１項中「病院長」を「医療管理監、

病院長」に改める。 

 第５条第４項から第７項までの規定中「病

院長」を「医療管理監、病院長」に改め、同

条中第７項を第８項とし、第４項から第６項

までを１項ずつ繰り下げ、同条第３項第１号

中「病院長」を「医療管理監、病院長」に、

同条同項第３号中「病院長」を「医療管理

監」に改め、同条同項を同条第４項とし、同

条第２項中「、病院長」を「、医療管理監及

び病院長」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項中「管理者を補佐し、その所管事

務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。」を「管理者を補佐する。」に改め、同

項を同条第２項とし、同項の前に次の１項を

加える。 

 医療管理監は、診療部に関する事務を掌
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理するとともに、管理者が特に命ずる事務

に限り、病院長その他の職員を指揮監督す

る。 

 第６条中「病院長」を「医療管理監」に、

「副院長」を「病院長」に改める。 

（亀岡市立病院事務決裁規程の一部改正） 

第２条 亀岡市立病院事務決裁規程（平成１６

年亀岡市病院事業管理規程第３号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条中「前条に」を「第５条に」に改め、

同条中第１号を削り、第２号を第１号とし、

第３号を第２号とし、同条を第６条の１とし、

同条の前に次の１条を加える。 

 （医療管理監の専決事項） 

第６条 医療管理監は、別表に規定する医療

管理監専決事項のほか、次の事項（前条に

規定する管理者の決裁事項を除く。）を専

決することができる。 

⑴ 医療上の重要な決定に関すること。 

 第１７条中「病院長」を「医療管理監」に

改める。 

 第１８条中「副院長」を「医療管理監」に

改め、同条を第１８条の１とし、同条の前に

次の１条を加える。 

 （医療管理監が不在のときの代決） 

第１８条 医療管理監の決裁を受けるべき事

務について、医療管理監が不在のときは病

院長が、病院長が不在のときは管理部長が

代決することができる。 

 別表人事に関する事項中事項の項中「病院

長」を「医療管理監」に改め、事項の欄中

「病院長」を「医療管理監、病院長」に改め、

同表財務に関する事項中「病院長」を「医療

管理監」に改める。 

（亀岡市立病院会議規程の一部改正） 

第３条 亀岡市立病院会議規程（平成１６年亀

岡市病院事業管理規程第４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第３項中「、管理者」を「、管理者、

医療管理監」に改める。 

（亀岡市立病院文書取扱規程の一部改正） 

第４条 亀岡市立病院文書取扱規程（平成１６

年亀岡市病院事業管理規程第５号）の一部を

次のように改正する。 

 第８条第３項第２号中「病院長」を「医療

管理監又は病院長」に改める。 

 第１１条第１項第２号を次のように改める。 

⑵ 次に掲げる記号 

ア 病院総務課 「病総」 

イ 経営企画課 「病経」 

ウ 医事課 「病事」 

エ 地域連携室 「病連」 

オ その他の部課等 「病」 

（亀岡市立病院診療情報開示規程の一部改

正） 

第５条 亀岡市立病院診療情報開示規程（平成

１６年亀岡市病院事業管理規程第９号）の一

部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「副院長」を「医療管理

監」に改め、「委員には」の次に「、副院

長」を加える。 

（亀岡市立病院防火管理規程の一部改正） 

第６条 亀岡市立病院防火管理規程（平成１６

年亀岡市病院事業管理規程第１２号）の一部

を次のように改正する。 

      「 

 別表第１中             を 

                  」 

「 

             
に改める。 

 

            」 

 別表第２中「栄養科長」を「栄養科長又は

主任栄養士」に、 

副院長 

医療管理監 

副院長 
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「 

                   を 

                  」 

「 

 

 

                  」 

に、「副院長室」を「医療管理監室」に改め

る。 

（亀岡市立病院公用車使用規程の一部改正） 

第７条 亀岡市立病院公用車使用規程（平成 

１６年亀岡市病院事業管理規程第１４号）の

一部を次のように改正する。 

 第１３条中「すべて」を「全て」に改める。 

 第１７条第１項中「、病院長」を「、医療

管理監、病院長」に改め、同条第５項中「副

院長」を「車両管理者」に改め、同条第６項

中「副委員長」を「車両管理者」に改める。 

（亀岡市立病院職員の職の設置に関する規程

の一部改正） 

第８条 亀岡市立病院職員の職の設置に関する

規程（平成１８年亀岡市病院事業管理規程第

４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２項中「病院長」を「医療管理監、

病院長」に改める。 

（亀岡市立病院職員就業規程の一部改正） 

第９条 亀岡市立病院職員就業規程（平成１６

年亀岡市病院事業管理規程第１９号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第２項中「、病院長」を「、医療管

理監、病院長」に、「病院長を」を「医療管

理監を」に改める。 

（亀岡市立病院当直規程の一部改正） 

第１０条 亀岡市立病院当直規程（平成１６年

亀岡市病院事業管理規程第２０号）の一部を

次のように改正する。 

 本則中「病院長」を「医療管理監」に改め

る。 

（亀岡市立病院職員希望降任制度実施規程の

一部改正） 

第１１条 亀岡市立病院職員希望降任制度実施

規程（平成１８年亀岡市病院事業管理規程第

１４号）の一部を次のように改正する。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式中「病

院長」を「医療管理監」に改める。 

（亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一

部改正） 

第１２条 亀岡市立病院職員の給与に関する規

程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第 

２６号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第５項第１号中「病院長」を「医

療管理監及び病院長」に改める。 

 別表第３の２医療職給料表⑴職務級別基準

表中「病院長」を「医療管理監、病院長」に

改める。 

      「 

 

 別表第５中             を 

 

                  」 

「 

 

 

              に改める。 

 

 

             」 

 附則に次の５項を加える。 

８ 平成２５年７月１日から平成２６年３月

３１日までの間（以下「特例期間」とい

う。）においては、第２条第１項に規定す

る給料表の適用を受ける職員に対する給料

月額（亀岡市立病院職員の給与に関する規

程の一部を改正する規程（平成１８年亀岡

市病院事業管理規程第３号）附則第６項か

ら第８項までの規定による給料を含む。以

地域連携室 医事課長 

地域連携室 地域連携室長 

経営企画課室 経営企画課長 

病院長 

副院長（管理者の定め

るものに限る。） 

医療管理監（管理者の 

定めるものに限る。） 

病院長 

副院長（管理者の定め 

るものに限る。） 
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下同じ。）の支給に当たっては、給料月額

から、給料月額に１００分の５．３を乗じ

て得た額に相当する額を減ずる。 

９ 特例期間においては、この規程に基づき

支給される給与のうち次に掲げる給与の支

給に当たっては、次の各号に掲げる給与の

額から、当該各号に定める額に相当する額

を減ずる。 

⑴ 地域手当 当該職員の給料月額に対す

る地域手当の月額に１００分の５．３を

乗じて得た額 

⑵ 第２１条の規定により支給される給与 

 亀岡市一般職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例（平成２５年亀岡市

条例第２４号）による改正後の亀岡市一

般職員の給与に関する条例（昭和３０年

亀岡市条例第２５号）附則第１０項第２

号及び第１２項に定める額 

１０ 特例期間においては、第２４条に規定

する勤務１時間当たりの給与額は、第２５

条の規定にかかわらず、同条の規定により

算出した給与額から、給料月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額に１２を乗

じ、その額を１週間当たりの勤務時間に 

５２を乗じたものから１年間における休日

に割り振られた勤務時間を減じたもので除

して得た額に１００分の５．３を乗じて得

た額に相当する額を減じた額とする。 

１１ 特例期間においては、第４項の規定の

適用を受ける職員に対する第８項、第９項

第１号及び前項の規定の適用については、

第８項中「、給料月額に」とあるのは「、

給料月額から第４項第１号に定める額に相

当する額を減じた額に」と、第９項第１号

中「給料月額に対する地域手当の月額」と

あるのは「給料月額に対する地域手当の月

額から第４項第２号に定める額に相当する

額を減じた額」と、前項中「除して得た額

に」とあるのは「除して得た額から第６項

の規定により給与額から減ずることとされ

る額に相当する額を減じた額に」とする。 

１２ 前４項の規定により給与の支給に当 

たって減ずることとされる額を算定する場

合において、当該額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（亀岡市立病院旅費支給規程の一部改正） 

第１３条 亀岡市立病院旅費支給規程（平成 

１６年亀岡市病院事業管理規程第２８号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第３項の表中 

「         「 

 

         を         に、 

 

        」         」 

「病院長を」を「医療管理監、病院長を」に

改める。 

（亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する

規程の一部改正） 

第１４条 亀岡市立病院の使用料及び手数料に

関する規程（平成１６年亀岡市病院事業管理

規程第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第３号中「病院長」を「医療管理

監」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規程は、平成２５年７月 1日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

管理者 

病院長 

管理者 
医療管理監 
病院長 
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